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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２９年２月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（浮消波堤） 

発生日時 平成２８年１月１３日 １７時５３分ごろ 

発生場所 阪神港大阪第２区の安治
あ じ

川河口 

 大阪北港口防波堤灯台から真方位０６６°１.０海里付近 

 （概位 北緯３４°３９.５′ 東経１３５°２６.０′） 

事故の概要  旅客船海桜
かいおう

は、南東進中、浮消波堤に衝突した。 

 海桜は、旅客１人及び乗組員２人が負傷し、左舷船首部外板に亀裂

を生じ、また、浮消波堤の側壁に凹損を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年１月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客船 海桜、１８トン 

 ２５０－３１７３７大阪、大阪府大阪市 

 １４.５０ｍ（Lr）×４.２０ｍ×１.６３ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１６７kＷ、平成４年１１月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４８歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成７年４月２４日 

  免許証交付日 平成２６年１１月６日 

         （平成３２年４月２３日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 ３人（旅客、乗組員Ａ及び乗組員Ｂ） 

 損傷 本船 左舷船首部外板に亀裂 

浮消波堤 側壁に凹損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風速 約１０m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

日没時刻：１７時０８分ごろ、常用薄明終了時刻：１７時３５分ごろ 

 事故の経過  本船は、船長及び乗組員２人（以下「乗組員Ａ」及び「乗組員Ｂ」

という。）が乗り組み、旅客１１人を乗せ、自転車８台を積載し、

天保
てんぽう

山渡船場の大阪市港区側の乗降用台船（以下「港区側渡船場」と

いう。）に向け、平成２８年１月１３日１７時５０分ごろ天保山渡船

場の大阪市此花
このはな

区側の乗降用台船（以下「此花区側渡船場」とい

う。）を出発した。 
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 本船は、安治川を横断する態勢で南東進中、船長が、西方からの風

波によって圧流されることを考慮し、ふだんより西方寄りの進路で航

行した。 

 本船は、港区側渡船場から約１００ｍ手前となったので、船長が、

左転して浮消波堤と係船浮標との中間に向け、主機の回転数を徐々に

落としながら航行した。 

 本船は、浮消波堤と係船浮標との間の水路に差し掛かった際、船長

が、浮消波堤との衝突の危険を感じ、機関を全速力後進としたもの

の、１７時５３分ごろ浮消波堤に衝突した。 

 乗組員Ａは、着岸準備の目的で、操舵室右舷側の出入口から甲板に

出ようとし、同出入口付近の手摺
す

りを握って後ろ向きでステップを降

りていたところ、衝突の衝撃で、操舵室の扉が閉まって顔面に当たっ

た。（写真①参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真① 操舵室右舷側の出入口 

 乗組員Ｂは、後部甲板で支柱を握って立っていたところ、衝突の衝

撃で体をひねり、その後、船首方を向いたところ、旅客が客室で転倒

したところを目撃した。（写真②、写真③参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真② 後部甲板 

ステップ 

手摺り 

支柱 

船尾方 



- 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真③ 客室 

 乗組員Ａは、本事故当日、病院で受診したところ、顔面打撲と診断

された。 

 乗組員Ｂは、後日、病院で受診したところ、頸
けい

椎捻挫等と診断され

た。 

 船長は、着岸後、旅客全員に怪我
け が

がないことを確認したものの、後

日、旅客１人が左足打撲等により通院加療が必要と診断されたことを

知った。 

 本船は、衝突後、運航を中止した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  本船は、港区側渡船場と此花区側渡船場との間を無料で運航してい

る公営の渡船であり、同区間を１日に３７回往復し、往復に要する時

間が約１０分である。 

 港区側渡船場は、長さ１２ｍ、幅５.５ｍであり、その北方には長

さ３０ｍ、幅５ｍの浮消波堤が、西方には直径１.４ｍの係船浮標

が、それぞれ設置されている。 

 浮消波堤の両端付近に設置された簡易標識灯は、灯質が黄色光毎４

秒１閃光で、光達距離が４.５km である。 

 係船浮標は、灯質が黄色光毎４秒１閃光で、光達距離が４.５km で

ある。 

 浮消波堤と係船浮標との距離は約１８ｍである。 

 船長は、本船の操船経験が約４年あった。 

 船長は、此花区側渡船場を出発する際、西方からの風波が強まって

いると感じていた。 

 船長は、本船が東方に圧流されていたものの、浮消波堤を約４～５

ｍ離して通過できるものと思い、港区側渡船場に視線を向けていた。 

 船長は、思っていたよりも進路が浮消波堤に接近していたのではな

いかと本事故後に思った。 

 本船は、此花区側渡船場を出発した後、主機を機関回転数毎分

船首方 
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（rpm）約１,８００として航行し、浮消波堤付近では約１,５００rpm

に落として航行していた。 

 本船は、速力計が設置されておらず、安全管理規程で定める運航基

準によれば、１,５８５rpm で７ノット（kn）、１,９９８rpm で８kn

である。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、風速約１０m/s の西風が吹く状況下、港区側渡船場に向け

て南東進中、船長が、風波によって圧流されることを考慮し、ふだん

より西方寄りの進路を取ったものの、浮消波堤への接近状況を確認し

ていなかったことから、減速するとともに左舷方（東方）へ圧流され

ていることに気付かず、浮消波堤に衝突したものと考えられる。 

 船長は、浮消波堤を約４～５ｍ離して通過できるものと思い、港区

側渡船場への接近状況に意識を向けていたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、風速約１０m/s の西風が吹く状況下、港

区側渡船場に向けて南東進中、船長が、風波によって圧流されること

を考慮し、ふだんより西方寄りの進路を取ったものの、浮消波堤への

接近状況を確認していなかったため、減速するとともに左舷方（東

方）へ圧流されていることに気付かず、浮消波堤に衝突したものと考

えられる。 

参考  大阪市建設局河川・渡船管理事務所は、本事故の発生を受け、安全

運航マニュアルに次の事項を加え、管理する７か所の渡船場に掲示す

るとともに、船舶総合訓練を実施し、全職員に対して再教育を行い、

また、今後の被害の軽減のため、浮消波堤に防舷材を取り付けた。 

 ・インターネット等により気象・海象の情報を得ること（始発前・

１２時・１７時の１日３回は取得すること。場合によっては適時

取得すること。）。 

 ・各便発航前には船舶備付けの風速計を確認するとともに、目視に

より波高を確認し、場合によっては運航中止も検討するなど、安

全運航に努めること。 

 ・港区側渡船場の着岸に関しては浮消波堤や係船浮標があるため、

海上施設から十分な距離（風波により船体が海上施設に接触しな

い距離）を保ちながら進入して着岸を行うこと。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 ・風波がある水域を航行する場合、風下側の障害物との距離を十分

に隔てて航行すること。 



 

事故発生場所 

（平成２８年１月１３日 

 １７時５３分ごろ発生） 

付図１ 事故発生経過概略図 
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此花区側渡船場 

係船浮標 

阪神高速 

道路 

兵庫県 

大阪府 

港区側渡船場 

安治川 

浮消波堤 × 

河口 


